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１ 計画の目的及び位置付け 

（１） 計画策定の背景と目的 

 近年、適切な管理が行われていない空家等※１が、防災、衛生、景観等の地域住民の

生活環境に深刻な影響を及ぼしており、空家数の増加とあわせ社会的な問題となってお

ります。 

 本市は、平成２５年１０月に「本庄市空き家等※２の適正管理に関する条例」（以下、

「条例」という。）を施行し、空家等対策に取り組んでまいりました。 

 国においては、平成２６年１１月に「空家等対策の推進に関する特別措置法」（以下、

「法」という。）を公布し、平成２７年５月に全面施行されました。また、国は、平成

２７年２月に「空家等に関する施策を総合的かつ計画的に実施するための基本的な指針

（基本指針）」（以下、「国指針」という。）を告示し、市町村、都道府県、国の役割

を明確にするとともに、空家等対策計画についての基本的な考え方を示しました。 

 その後、本市では、平成２７年度より市内の空家等の所在調査及び実態調査を行った

結果、市内全域にて空家等である可能性が高い建築物※３又はこれに附属する工作物※４

（以下、「建築物等」という。）が１，７０６戸存在することが確認されました。 

 こうした状況を踏まえ、本市の空家等に関する施策を推進するために必要な事項を定

めることにより、空家等に関する施策を総合的かつ計画的に推進し、もって公共の福祉

の増進と地域の振興に寄与することを目的として、「本庄市空家等対策計画」（以下、

「本計画」という。）を策定するものです。 

（※の用語については、資料編「用語集」参照。） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

空家等対策の推進に関する特別措置法（抜粋） 

（空家等対策計画） 

第６条 市町村は、その区域内で空家等に関する対策を総合的かつ計画的に実施するため、

基本指針に即して、空家等に関する対策についての計画（以下「空家等対策計画」という。）

を定めることができる。 

２ 空家等対策計画においては、次に掲げる事項を定めるものとする。 

 一 空家等に関する対策の対象とする地区及び対象とする空家等の種類その他の空家等

に関する対策に関する基本的な指針 

 二 計画期間 

 三 空家等の調査に関する事項 

 四 所有者等による空家等の適切な管理の促進に関する事項 

 五 空家等及び除却した空家等に係る跡地（以下「空家等の跡地」という。）の活用の促

進に関する事項 

 六 特定空家等に対する措置（第十四条第一項の規定による助言若しくは指導、同条第二

項の規定による勧告、同条第三項の規定による命令又は同条第九項若しくは第十項の規

定による代執行をいう。以下同じ。）その他の特定空家等への対処に関する事項 

 七 住民等からの空家等に関する相談への対応に関する事項 

 八 空家等に関する対策の実施体制に関する事項 

 九 その他空家等に関する対策の実施に関し必要な事項 

３・４ （略） 
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（２） 計画の位置付け 

 本計画は、本市の最上位計画である「本庄市総合振興計画※５」、都市計画の基本的

な方針である「本庄市都市計画マスタープラン※６」や「本庄市立地適正化計画※７」等

の下位計画として、本市が取り組む空家等に関する対策を総合的かつ計画的に実施する

ための基本的な方針や対策の方向性などを示す計画として位置付けます。 

 また、条例に基づく空家等への対応を盛り込み、国指針に即して策定すると共に、本

計画の推進に際して、関連計画と連携して取り組みます。 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

図１ 本計画の位置付け 

 
 
（３） 計画期間 

 本計画の期間は、本庄市総合振興計画下での計画推進、及び次期総合振興計画の内

容を反映させた本計画の見直しの実施を考慮して、総合振興計画の最終年度である令

和９年度までとします。 

 なお、社会情勢等の変化に伴い、概ね５年ごとに見直しを行うものとします。 
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（４） 対象とする空家等の種類 

 本計画の対象とする空家等は、法第２条第１項で規定する「空家等」とし、建築物

等であって、居住その他の使用がなされていないことが常態であるもの※８、及びその

敷地とします。 

 また、空家等のうち、法第２条第２項で規定する、そのまま放置すれば倒壊等著し

く保安上危険となるおそれがある状態等にあると認められるものを「特定空家等※９」

とします。 

 

 

（５） 対象区域 

 平成２７年度より実施しました所在調査及び実態調査の結果によると、空家等が市

内全域に分布していることから、本計画において対象とする区域は、市内全域としま

す。 

 ただし、今後、特定空家等が集中的に発生した地区が生じた場合などは、良好な生

活環境の保全を図るために、重点的に対策を進める地区を設けることを検討します。 

 

5



 

２ 本市の現状と課題 

（１） 人口及び世帯数の推移 

 ア：人口 

国勢調査※１０の結果によると、平成７年の本市の人口総数は８１，６６２人で、

そのうち６５歳以上の人口割合は１４．７％、平成２７年の本市の人口総数は７７，

８８１人で、そのうち６５歳以上の人口割合は２６．９％となっています。 

平成７年から平成２７年の２０年の間に、人口総数は約４千人減少し、減少傾向

にあります。年齢３区分別人口の割合は６５歳以上が一貫して増加傾向にあります。 

 
【年齢３区分別人口の割合】 

 平成 7 年 平成 12 年 平成 17 年 平成 22 年 平成 27 年 

人口 81,662 人 82,670 人 81,957 人 81,889 人 77,881 人 

人

口

割

合 

15 歳未満 16.9% 15.5% 14.3% 12.6% 11.7% 

15～64 歳 68.3% 67.2% 65.9% 63.7% 60.4% 

65 歳以上 14.7% 17.3% 19.8% 22.7% 26.9% 

 ※出典：国勢調査 

 ※平成１８年度以前につきましては、合併後の市域に対応するため、旧本庄市、旧

児玉町を合算しています。 

 

 イ：世帯数 

  本市の総世帯数は、平成７年から平成２２年まで増加傾向にありましたが、平成

２２年から平成２７年については減少となりました。全体としては、平成７年から

平成２７年までに、総世帯数は、約１．２倍に増加しています。 

 

【世帯数の推移】 

 平成 7 年 平成 12 年 平成 17 年 平成 22 年 平成 27 年 

世帯数 26,190 27,939 29,290 32,217 31,004 

 ※出典：国勢調査 

 ※平成１８年度以前につきましては、合併後の市域に対応するため、旧本庄市、旧

児玉町を合算しています。 
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（２） 住宅・土地統計調査 

ア：全国の状況 

総務省が５年ごとに実施している「住宅・土地統計調査（平成５年以前は住宅統

計調査）※１１」では、平成 30 年の空き家数は全国で８5０万戸、空き家率は１３．

6％と過去最高となりました。また、昭和４８年の調査から約４５年間で、総住宅

数は約２倍になったのに対して、空き家数は約５倍になり、空き家率も約２．５倍

になっています。 

 

【全国の住宅総数及び空き家率の推移】 

31.0
35.5

38.5
42.0

45.9
50.3

53.9
57.6

60.6 62.4

1.7 2.7 3.3 4.0 5.8 6.6 7.6 8.2 8.5
4.5

0

10

20

30

40

50

60

70

昭
和

48
年

昭
和

53
年

昭
和

58
年

昭
和

63
年

平
成

5年

平
成

10
年

平
成

15
年

平
成

20
年

平
成

25
年

平
成

30
年

【百万戸】 住宅総数 空き家数

 

※出典：住宅統計調査及び住宅・土地統計調査（総務省統計局） 

 

住宅・土地統計調査では、空き家は「居住世帯のない住宅」に分類され、さらに

「売却用の住宅」、「賃貸用の住宅」、「二次的住宅※１２」、「その他の住宅※１３」の４つ

に分類されます。 

使用目的がなく特に対策が必要となる空き家である「その他の住宅」の割合は、平

成10年の調査以降増加しており、平成３０年調査では約３４９万戸、空き家全体に

占める割合は約４１．１％となっています。 

また、「その他の住宅」のうち約６１．５％にあたる約２４０万戸が、一戸建て木

造住宅でした。 
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イ：本庄市の住宅数及び空き家数の推移 

本市における空き家数については、平成１５年に４，４８０戸（空き家率１３．

７％）であったものが、平成３０年には、５，４４０戸（空き家率１４．８％）と

１５年間で約１．２倍となっています。 

 

【本庄市内の住宅数、空き家数の推移】 

 平成 15 年 平成 20 年 平成 25 年 平成 30 年 

住宅数 32,820 戸 34,680 戸 39,150 戸 36,700 戸 

空き家数 4,480 戸 4,910 戸 5,970 戸 5,440 戸 

※出典：住宅・土地統計調査（総務省統計局） 

  ※平成１５年につきましては、合併後の市域に対応するため、旧本庄市、旧児玉

町を合算しています。 

 

【空き家率の推移】 

 平成 15 年 平成 20 年 平成 25 年 平成 30 年 

全国 12.2％ 13.1％ 13.5％ 13.6% 

埼玉県 9.7％ 10.7％ 10.9％ 10.2% 

本庄市 13.7％ 14.2％ 15.2％ 14.8% 

※出典：住宅・土地統計調査（総務省統計局） 

※平成１５年につきましては、合併後の市域に対応するため、旧本庄市、旧児玉

町を合算しています。 

 

 ウ：本庄市の空き家の用途別内訳 

本市における空き家のうち「その他の住宅」の平成３０年の割合が、平成２０年

と比べ約１７．０％増加し、全国の割合より高くなっています。 

 

【空き家の用途別内訳数】 

            空き家 

 総数 二次的 賃貸・売却 その他の住宅 

 (a) 住宅 用住宅 数(b) 割合(b/a) 

平成 20 年 4,910 戸 100 戸 3,170 戸 1,640 戸 33.4% 

平成 25 年 5,970 戸 90 戸 3,060 戸 2,820 戸 47.2% 

平成 30 年 5,440 戸 60 戸 2,650 戸 2,740 戸 50.4% 

平成 30 年全国 8,488,600 戸 381,000 戸 4,620,400 戸 3,487,200 戸 41.1％ 

    ※出典：住宅・土地統計調査（総務省統計局） 
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 エ：本庄市の空き家のうち、腐朽・破損のある住宅の割合 

  本市における空き家のうち腐朽・破損のある住宅は、空き家総数のうち約２２．

８％となっており、用途別では「賃貸・売却用住宅」では約１８．１％、「その他の

住宅」については約２７．７％の住宅に腐朽・破損が見られる状況となっています。 

 

 【空き家のうち、腐朽・破損のある住宅の割合】 

 空き家 

総数 賃貸・売却用住宅 その他の住宅 

平成 30 年 1,240 戸 480 戸 760 戸 

空き家数に対する割合 22.8% 18.1% 27.7% 

   ※出典：住宅・土地統計調査（総務省統計局） 

   ※二次的住宅については調査対象外となっています。 

   

 オ：本庄市の空家等の現状 

・住宅数が世帯数と比較して過剰な傾向にあります。 

・空き家数と空き家率が、ともに増加傾向にあります。 

・適切な管理がなされず特定空家等となる可能性が高い「その他の住宅」の、空

き家数に占める割合が増加しています。 

 

 

（３）本庄市空家等実態調査 

本市の空家等の実態を把握し、本計画策定のための基礎資料とするため、平成３０年

度に「本庄市空家等実態調査」（以下、「実態調査」という。）を実施しました。 

 

ア：調査内容 

実態調査では、外観目視による調査の結果、１，７０６戸が空家等の可能性が高い

建築物等として確認されました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

実態調査の概要 

 調査期間：平成３０年９月～平成３０年１１月 

 調査対象：市内の全ての建築物等 

 調査方法：外観目視調査 

 判断基準：居住の有無、外観（郵便受けや洗濯物等）の状況や設備（電気メータ

ーやガスメーター等）の状況等から空家等の可能性を総合的に判断。

空家等に該当した建築物等については、不良度判定調査、市場性判定

調査を実施。 
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 イ：調査結果 

  ○空家等の可能性が高いと判断された戸数 

   今回の実態調査により空家等の可能性が高いと判断された戸数は以下のとおり

です。（本調査では、法に基づく空家等に該当する建築物等を計上しており、マ

ンションやアパート等の空き室や二次的住宅（別荘、セカンドハウス等）なども

含む総務省統計局による住宅・土地統計調査とは戸数に乖離があります。） 

 

地区名 空家数 

本
庄
地
域 

本庄地区 ６８２戸 

１，１３８戸 

藤田地区 ６８戸 

仁手地区 ３４戸 

旭地区 ２００戸 

北泉地区 １５４戸 

児
玉
地
域 

児玉地区 １８７戸 

５６８戸 

共和地区 １１２戸 

金屋地区 １３８戸 

秋平地区 ７３戸 

本泉地区 ５８戸 

合計 １，７０６戸 

 

 

  ○建物用途別の戸数 

   住宅施設が大多数を占める中、工場や倉庫、店舗などを主要な用途とする建物が、

全体の約１２．３％存在することが判明しました。 

 

建物用途 戸数 割合 

戸建住宅 １,２１４戸  ７１．2% 

店舗併用住宅   １５５戸   ９．１％ 

店舗・事務所   １３０戸   ７．６％ 

集合住宅・長屋    ９１戸   ５．３％ 

工場・倉庫    ８１戸   ４．７％ 

不明      ３５戸   ２．１％ 

合計 １,７０６戸 １００．０％ 

    ※不明…草木等の繁茂や立地条件から、近距離での外観調査が困難であり、建

物用途の判定が出来なかった戸数となります。 
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  ○不良度ランク別の戸数 

   利用可能な空家等（A・Bランク）が約５５．４％と半数以上を占めるなか、周

辺に影響を及ぼす可能性がある空家等（不良度D・E）が約１１．７％存在するこ

とが判明しました。 

 

不良度 戸数 割合 

Ａ   ３４８戸  ２０．４％ 

Ｂ   ５９７戸  ３５．０％ 

Ｃ   ５２６戸  ３０．８％ 

Ｄ    ９０戸   ５．３％ 

Ｅ   １１０戸   ６．４％ 

不明    ３５戸   ２．１％ 

合計 １，７０６戸 １００．０％ 

 
※点数制によるランク付けとなっているため、各ランクの上位と下位で不良度に差

が生じている場合や、一部に明確な危険性が見られることで不良度が高くなって

いる空家等があります。 

   ※各不良度における空家等の状態は以下のとおりです。 

Ａ 管理に特段問題がなく、現況のまま利用可能な空家等 

Ｂ 比較的小規模な修繕で利用可能な空家等 

Ｃ 倒壊の可能性はないが、現況のままの利用は困難な空家等 

Ｄ 倒壊や部分崩壊等の可能性があり、周辺への影響が懸念される空家等 

Ｅ 倒壊や部分崩壊等の可能性が高く、除却や一部修繕等の対応が必要な空家等 

不明 
調査時に敷地内の草木の繁茂などの原因により、外観目視による不良度判定

ができなかった空家等 

 

 

  ○分布状況 

   分布状況を見ると、市内各地に空家等の可能性が高い建築物等が発生しているこ

とが分かります。また、本庄地域、児玉地域ともに、中心部に集中して分布してい

ることが判明しました。 
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図２ 分布状況（本庄地域） 

 

図３ 分布状況（児玉地域） 
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（４）本庄市の空家等の状況・課題 

ア：空家等の増加がもたらす地域への影響 

空家等が発生し、適切な管理が行われずに放置された場合、以下のような悪影響

や問題が発生する可能性があります。 

 

○ 近隣への悪影響（倒壊の危険・環境悪化など） 

空家等が放置されると、倒壊事故や屋根材等の飛散事故が発生する危険性があ

ります。また、空家等敷地内の草木の繁茂による隣地や道路への草木の越境、敷

地内へのゴミの不法投棄など、近隣の環境悪化を招く原因となることがあります。 

 

○ 地域全体への悪影響（防災・防犯上の危険・景観悪化など） 

   放火や不審者の侵入、不法滞在など空家等が犯罪の温床となるおそれがありま

す。また、破損や腐食が著しく生じている空家等は良好な景観を害するなど、地

域全体へ悪影響を及ぼすことがあります。 

 

○ 地域活力の低下（過疎化・空洞化等の懸念など） 

   人口が減少し空家等が増加すると、地域コミュニティが希薄化するとともに、

景観も悪化していくため、まちとしての魅力が低下するおそれがあり、更なる人

口減少や過疎化に繋がることがあります。 

 

 イ：本市における空家等対策の課題 

本市における空家等対策の課題として、以下のことに努めていく必要があります。 

 

○ 空家等の適切な管理の促進 

空家等に関する相談は、主に当該空家等の近隣住民から寄せられ、その相談の

多くが空家等を含む敷地内の管理が不適切であるものとなっています。管理不全

な空家等の解消に努めるため、空家等の所有者の意識の醸成を図るとともに、適

切な管理を促す取組を検討していく必要があります。 

  

○ 不動産所有者等の意識の醸成による空家等の発生抑制 

本市では、人口、世帯数ともに減少傾向にあるとともに、６５歳以上の高齢者

の占める割合の増加や、将来的に相続人となり得る１５歳未満の占める割合が減

少しています。そのため、住居の移転による空家等の発生だけでなく、相続等に

起因する空家等問題の増加が懸念されます。 

こういった実態より、誰もが直面する可能性のある空家等問題に備えるため、

不動産所有者や市民の意識の醸成を図るとともに、相談に対応する体制を整備し、

空家等の発生を抑制していく必要があります。 
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○ 空家等の利活用等の推進 

実態調査の結果より、市内の空家等の中には利活用可能な空家等が多数存在し

ています。これらの空家等について、売却や賃貸の方法が分からないなど、対処

方法に悩む所有者等も多数存在することや、耐震化やリフォームなど、専門的な

知識を持っていないことにより、そのままにしているケースも存在します。空家

等となっている期間が長期化するほど、建物の老朽化が進み、売却や賃貸などの

利活用が困難になることから、早期の利活用を促すために相談窓口や空き家バン

クの利用促進などが必要となります。 

 

○ 管理不全な空家等への法令等に基づく措置の実施 

  市内には、既に管理不全な状態となり、周辺の生活環境に影響を及ぼしている

空家等が存在します。それらの空家等に対して、所有者等に対する啓発を図ると

ともに、状況に応じて法や条例に基づく措置を検討していく必要があります。 
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３ 空家等対策の基本方針 

（１）総務省・国土交通省による基本指針 

国指針では、「空家等対策の基本的な考え方」として、市町村の役割も含め、以下の

ように記載されています。 

   

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

空家等に関する施策を総合的かつ計画的に実施するための基本的な指針（抜粋） 

（２）空家等対策の基本的な考え方 

 ①基本的な考え方 

  適切な管理が行われていない空家等がもたらす問題を解消するためには、法において行

政主体の責務に関する規定の前に「空家等の所有者等は、周辺の生活環境に悪影響を及ぼ

さないよう、空家等の適切な管理に努めるものとする。」（法第３条）と規定されているよ

うに、第一義的には空家等の所有者等が自らの責任により的確に対応することが前提とな

る。 

  しかしながら、空家等の所有者等が、経済的な事情等から自らの空家等の管理を十分に

行うことができず、その管理責任を全うしない場合等も考えられる。そのような場合にお

いては、所有者等の第一義的な責任を前提にしながらも、住民に最も身近な行政主体であ

り、個別の空家等の状況を把握することが可能な立場にある各市町村が、地域の実情に応

じて、地域活性化等の観点から空家等の有効活用を図る一方、周辺の生活環境に悪影響を

及ぼす空家等については所要の措置を講ずるなど、空家等に関する対策を実施することが

重要となる。なお、この点を明確化する観点から、法第４条においては市町村の責務とし

て「市町村は、第６条第１項に規定する空家等対策計画の作成及びこれに基づく空家等に

関する対策の実施その他の空家等に関する必要な措置を適切に講ずるよう努めるものと

する。」と規定されている。 

  （以下略） 

 ②市町村の役割 

  市町村は、関係内部部局間の連携、必要に応じた協議会（法第７条第１項に規定する協

議会をいう。以下同じ。）の組織、相談体制の整備等による法の実施体制の整備に着手し、

まず法第９条第１項の調査を通じて、各市町村内における空家等の所在及び状態の実態把

握並びにその所有者等の特定を行うことが重要である。また、必要に応じ、法第６条第１

項に基づく空家等対策計画の作成を行い、各地域内の空家等に対する行政としての基本姿

勢を住民に対して示しつつ、空家等及びその跡地の活用方策についても併せて検討する。

さらに、適切な管理が行われておらず、結果として地域住民の生活環境に悪影響を及ぼし

ている空家等については、法第１４条に基づく「特定空家等」（法第２条第２項に規定す

る特定空家等をいう。以下同じ。）に対する必要な措置を講ずることが重要である。 

  （中略） 

  また、空家等対策を行う上では、必要に応じて、事務の委託、事務の代替執行等の地方

公共団体間の事務の共同処理の仕組みを活用することも考えられる。 
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（２）本庄市の基本方針 

本市では次の基本方針を掲げ、空家等の発生段階に応じて空家等対策に向けた取り組

みを推進します。 

 

方針１： 空家等の発生抑制 

人口減少や高齢化に伴い、今後、様々な要因により空家等の増加が予想されること

から、空家等の発生抑制に取り組みます。 

 ○既存住宅の良質化 

 ○所有者等による空家等への問題意識の醸成 

 ○固定資産税・都市計画税の住宅用地特例※１４解除 

 

方針２：空家等の適切な管理の促進 

  空家等の適切な管理については、法第３条にて「空家等の所有者等は、周辺の生活

環境に悪影響を及ぼさないよう、空家等の適切な管理に努めるものとする。」と規定

され、国指針においても示されているように、空家等は第一義的には空家等の所有者

等が自らの責任により適切に維持管理等の対応をすることが前提となります。 

  そのため、市は、空家等に対する相談窓口を設けるとともに、所有者等による空家

等の適切な管理の促進に取り組みます。 

  ○管理が困難な所有者等への支援 

  ○専門的な相談体制の構築 

  ○空家等の応急措置 

  ○空家等の実態把握と情報管理 

  ○管理不全な空家等への対応 

 

方針３：空家等の流通・利活用等の促進 

 市内には不動産市場への流通や利活用が可能である空家等が多数存在しています。

それらの空家等については、市は居住環境の向上や地域の活性化等のため、関係団体

等と連携し協力を得ながら、空家等の不動産市場への流通や利活用の促進に取り組み

ます。 

 ○空家等の利活用の促進 

 ○空家等の除却の支援 

 ○跡地活用の促進 

 ○税務部局への情報提供 
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４ 空家等対策の具体的な施策 

（１）既存住宅の良質化 

 昭和５６年以前に建築された住宅は耐震性能が不十分であるため、中古住宅の流通を

阻害し、空家等の発生要因となっている場合があります。 

 本市では、災害に強いまちづくりの実現を目指し、地震による建築物の被害・損傷を

最低限に止めるため「改定本庄市建築物耐震改修促進計画※１５」を策定しております。

この計画の一つとして、住宅の耐震改修や建替えを促進するために、「本庄市木造住宅

耐震診断補助金」、「本庄市木造住宅耐震改修等補助金」を交付しています。 

 住宅の耐震化が進むことで良質なストックの形成、流通が促進されると共に放置空家

等が減り、周辺に与える悪影響を未然に防ぐことができます。今後、空家等による問題

が拡大しないよう、住宅の耐震改修や建替えを促進し、空き家等の発生抑制に努めてい

きます。 

 

 

（２）所有者等による空家等への問題意識の醸成 

空家等は個人の財産であり、所有者等が適切に維持管理すべきものです。しかし、

管理を怠り、放置をすることで、屋根の一部が脱落するなどの物理的な危険や樹木越

境等の良好な生活環境の阻害等を生じ、近隣や地域全体に悪影響を与える可能性があ

ります。 

空家等問題の解決のためには、所有者等がこうした問題を十分に認識し、適切な維

持管理の重要性を十分理解する必要があります。市は、空家等の所有者等の問題意識

を高め、自ら空家等対策に取り組むよう促していきます。 

また、空家等自体の発生を抑制するためには、適切な維持管理のみではなく、住ま

なくなる予定のある持ち家について、所有者等が将来的な見通しを定めることも必要

です。そのため、空家等の所有者等以外にも、広く空家等の問題を認識してもらい、

将来の心構えや知識を持ってもらうことも重要な対策であることから、市は、空家等

の所有者等以外に対しても空家等の発生の抑制に向けて、広く啓発に取り組みます。 

特に本市では６５歳以上の高齢者割合が増加傾向にあり、自宅の将来的な見通しを

定めないままであると、自宅が空家等となり放置されてしまう可能性が高くなります。

したがって、こうした世帯に対して自宅を空家等としないための予防行動を促すこと

は、近い将来の空家等の発生を大きく抑制するものと考えられます。 

そこで市は、高齢者世帯の問題意識の醸成を図るための体制の構築を検討するとと

もに、一人ひとりの状況に合った適切な助言を得られる環境の形成に取り組んでいき

ます。 
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ア：市把握済空家等の所有者等に対する啓発 

市把握済空家等の所有者等に対し、問題化した空家等の解消に向け自ら取り組むよう、

空家等の適切な管理をお願いする文書、法に関する啓発リーフレット、および空家等に

関する相談窓口や支援制度を紹介するチラシ等を発送します。（参照：図４、図５） 

 

イ：空家等の予防となる制度の情報提供 

空家等問題の発生を抑制するためには、市民等に対して幅広く空家等に対する問題意

識等の醸成を図るとともに、遺言による相続対策等の予防策を周知する必要があります。

そのため、市は、市広報紙やホームページへの情報掲載、固定資産税納税通知書に啓発

リーフレットを同封して送付するなど、様々な機会を活用し、空家等に関する問題、相

談窓口、各種支援制度、適切な管理および利活用の方法、適切な相続登記の実施、相続

問題対策等についての情報提供に取り組むことで、空家等の発生抑制に努めます。 

また、本市では、６５歳以上の高齢者割合が増加傾向にあることから、高齢者世帯の

空家等に対する問題意識の醸成を図り、自宅の将来的な見通しを定め、空家等とならな

い予防行動を促すことが、近い将来の空家等発生に大きく影響するものと考えられます。 

そのため、市は、高齢者やその親族と接する機会が多く様々な相談を受けることがあ

る団体等と連携するなど、幅広く啓発を行う手段について検討を行います。 
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図４ 法に関する啓発リーフレット（表） 
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図５ 法に関する啓発リーフレット（裏） 
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（3）固定資産税・都市計画税の住宅用地特例解除 

固定資産税・都市計画税の住宅用地特例の適用を受けることが、空家等を特に利活用

しないまま所有し続ける理由の一つとなっています。この特例が解除されることにより、

空家等の除却や売却の促進に繋げることができると考えられます。 

特例が空家等を放置する動機とならないよう、「『地方税法第三百四十九条の三の二

の規定における住宅用地の認定について』等の一部改正について」（総税固第42号 平

成27年5月26日）に基づき、取壊しを予定している場合や、必要な管理を怠っている

場合等、既に人の居住の用に供する見込みがない状態となっている空家等については、

住宅用地特例の解除を検討します。 

 

 

（４）管理が困難な所有者等の支援 

空家等は所有者等が適切に維持管理すべきものであり、建物や樹木等の管理の責任も

所有者等にあります。しかし、遠方に居住している、高齢であるといった理由により、

空家等を管理する意思があっても管理が困難な場合があります。そのため、こうした所

有者等から相談があった際に、管理代行業者を紹介できる制度である「本庄市空家等管

理サービス事業者登録制度」を広く啓発すると共に、登録団体の増加に努めます。 

 

 

（５）専門的な相談体制の構築 

空家等の管理または処分には様々な知識が求められますが、空家等の所有者にとって、

法律や不動産、建築、金融などに関する必要な知識を全て知ることは容易ではありませ

ん。そのため、市は、所有者等に管理や解体、相続等について専門知識を有する関係団

体の相談窓口の紹介を行うとともに、より円滑に専門家の助力が得られる体制の構築を

検討します。 

 

 

（６）空家等の応急措置 

本市では、所有者等が判明しない空家等について、管理不全かつ特に危険な状態であ

ると認めるときは、条例第６条第１項に基づき、必要最低限の応急の措置を講じます。 

 

 

（７）空家等の実態把握と情報管理 

市は効果的な空家等対策を行うため、空家等の実態把握及び情報管理を行います。 

 

ア：空家等情報の把握 

市は、近隣住民等からの相談に基づき現地調査を実施し、空家等と判明した物件

については、固定資産課税台帳や登記簿謄本等により所有者等の情報を収集し、管
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理します。 

 

イ：既存の調査結果の更新 

市は、現時点で空家等の可能性が高い建築物等（１，７０６戸）について、必

要に応じて経過観察を行うとともに、変化のあった空家等について、情報の更新

を行います。 

 

ウ：空家等の情報管理 

空家等情報については、把握した情報のデータベース化を実施するとともに、担

当部局が統合型ＧＩＳ※１６上にて各空家等の情報管理を実施していくことで、関係

部局間における最新情報の共有を図ります。 

 

 

（８）管理不全な空家等への対応 

市は、空家等の解消を阻害している要因の除去に努め、空家等から生じる問題への対

策を推進していきます。 

そのため、市内の空家等の実態把握に努めるとともに、市民の生命、身体または財産

に危険が及ぶことを防止するため、応急措置や特定空家等としての措置が必要と判断し

た空家等については、法及び関係法令等に基づき必要な措置を講じます。 

 

○特定空家等に対する措置 

ア：特定空家等とは 

  「特定空家等」とは、「空家等」のうち以下に該当するものを指します。 

① そのまま放置すれば倒壊等著しく保安上危険となるおそれのある状態 

② そのまま放置すれば著しく衛生上有害となるおそれのある状態 

③ 適切な管理が行われていないことにより著しく景観を損なっている状態 

④ その他周辺の生活環境の保全を図るために放置することが不適切である状態 

 

 イ：特定空家等の認定 

市では、国土交通省が定めた「特定空家等に対する措置に関する適切な実施を図る

ために必要な指針（ガイドライン）」を参考として、特定空家等の認定を行うことと

します。また、必要に応じて本庄市空家等対策協議会、及び本庄市空家等対策委員会

の意見を踏まえ、判断するものとします。 
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  ○国土交通省のガイドラインに示される特定空家等の判断基準 

  ①そのまま放置すれば倒壊等著しく保安上危険となるおそれのある状態 

項目 調査項目の例 

１．建築物が著しく保安上危険となるおそれ 

（１）建築物が倒壊等するおそれ 

 イ 建築物の著しい傾斜 基礎の不同沈下※１７、柱の傾斜等 

ロ 建築物の構

造耐力上主

要な部分の

損傷等 

(イ) 基礎及

び土台 

基礎が破損又は変形、土台の腐朽又は破損、接

合のずれ、腐食等 

(ロ) 柱、梁、

筋かい等 

柱、梁の亀裂、損傷、変形、接合のずれ、腐食

等 

（２）屋根、外壁等が脱落、飛散等するおそれ 

 
(イ) 屋根ふき材、ひさし又は軒 

屋根の変形、屋根ふき材の剥離、軒の裏板、た

る木等の腐朽や破損等 

(ロ) 外壁 壁体を貫通する穴、外壁材の剥離、腐朽等 

(ハ) 看板、給湯設備、屋上水槽

等 

看板等の支持部分の腐食や破損、アンテナ等の

付属物の転倒や破損等 

(ニ) 屋外階段又はバルコニー 屋外階段等の腐食や破損、脱落等 

(ホ) 門又は塀 門等にひび、破損、傾斜、錆び、腐食等 

２．擁壁※１８が老朽化し危険となるおそれ 

（１）擁壁の老朽化 
擁壁表面に水のしみ出し、ひび、水抜き穴の詰

まり等 

 

  ②そのまま放置すれば著しく衛生上有害となるおそれのある状態 

項目 調査項目の例 

（１）建築物又は設備等の破損等 
吹付け石綿等の飛散、浄化槽等の放置、破損等

による汚水流出や臭気の発生 

（２）ごみ等の放置、不法投棄等 
ごみ等の放置等による臭気や害虫や害獣の発

生等 

 

  ③適切な管理が行われていないことにより著しく景観を損なっている状態 

項目 調査項目の例 

（１）既存の景観に関するルールに著

しく不適合 

地域で定められた景観保全に係るルールに著

しく適合しない 

（２）周囲の環境と著しく不調和な状

態 

外壁等が落書き、多数の窓ガラスの割れ、ごみ

等が散乱、立木等が建物の全面を覆う等 
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④その他周辺の生活環境の保全を図るために放置することが不適切である状態 

項目 調査項目の例 

（１）立木 
立木の枝等が隣家や道路に越境し、生活環境や

道路通行を阻害 

（２）空家等に住みついた動物等 
動物等の鳴き声や徘徊、汚物の臭気、害虫の発

生等 

（３）建築物等及び工作物の不適切な

管理 

門扉の開放や窓ガラスの割れ等による不特定

者の侵入、土砂等の敷地外流出等 

 

ウ：措置実施の手続き等 

「特定空家等」と市が認定した場合は、当該「特定空家等」の所有者が自らの意思

により、除却、修繕等の必要な措置が図られるよう「助言又は指導」を行い、「勧告」

「命令」「代執行」までの措置を講じます。 

また、過失がなくその措置を命ずべきものを確知することができない場合は、「略

式代執行」を検討するものとします。 

 

① 助言又は指導（法第１４条第１項） 

「特定空家等」に関して、除却、修繕その他周辺の生活環境の保全を図るために

必要な措置をとるよう「助言又は指導」を実施し、所有者の自発的な取り組みを促

すものとします。 

 

② 勧告（法第１４条第２項） 

助言又は指導を行ったうえで当該特定空家等の状態が改善されない場合は、相当

の猶予期限を設けて、周辺の生活環境の保全を図るために必要な措置をとることを

「勧告」します。 

    

③ 命令（法第１４条第３項～第８項） 

勧告を受けた者が正当な理由がなく、その勧告に係る措置をとらなかった場合に

おいて、特に必要があると認めるときは、その者に対し、相当の猶予期限を設けて、

その勧告に係る措置をとることを「命令」します。 

 

④ 行政代執行（法第１４条第９項） 

命令を受けた者が、その措置を履行しないとき、履行しても十分でないとき又は

履行しても命令の期限までに完了する見込みのないときは、行政代執行法の定める

ところに従い「代執行」を検討します。 

 

⑤ 略式代執行、公告（法第１４条第１０項） 

過失なく、その措置を命ぜられるべき者を確知することができないときは、その
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者の負担において、その措置を自ら行い、又はその命じた者若しくは委任した者に

行わせることができる「略式代執行」を検討します。 

なお、略式代執行を行う場合は、相当の期限を定めて、「当該措置を行うべき旨」

と「その期限までに当該措置を行わないときは、市長又はその措置を命じた者若し

くは委任した者がその措置を行うべき旨」をあらかじめ公告するものとします。 
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○その他の空家等に対する措置 

本市では、特定空家等に該当しないが管理不全な状態であり、近隣住民や周囲の生活

環境に影響を及ぼすと判断した空家等について、条例に基づき指導等を実施します。 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

本庄市空き家等の適正管理に関する条例（抜粋） 

（定義） 

第２条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによ

る。 

（１）空き家等 市内に所在する建築物その他の工作物で、常時無人の状態にあるもの及び

その敷地並びに空き地（原則として農地及び山林を除く。）をいう。 

（２）管理不全な状態 次に掲げるいずれかの状態をいう。 

ア 老朽化、自然災害その他の事由により、建築物その他の工作物が倒壊し、又はその建

築材料が脱落し、若しくは飛散し、人の生命、身体又は財産に被害を及ぼすおそれがあ

る状態 

イ 草木の繁茂、害虫等の発生により、周辺の生活環境の保全に支障を及ぼすおそれがあ

る状態 

 ウ 不特定の者に建築物その他の工作物及びその敷地に容易に侵入され、犯罪、火災等を

誘発するおそれがある状態 

 

（所有者等の責務） 

第３条 空き家等の所有者等は、当該空き家等が管理不全な状態とならないよう自己の責任

において適正に管理しなければならない。 

 

（指導及び勧告） 

第７条 市長は、第５条の調査により、空き家等（特定空家等を除く。次項において同じ。）

が管理不全な状態にあると認めるときは、当該所有者等に対し、必要な措置について指

導を行うものとする。 

 ２ 市長は、前項の指導を行ったにもかかわらず、なお当該空き家等が管理不全な状態に

あると認めるときは、当該所有者等に対し、必要な措置を講ずるよう勧告することがで

きる。 

 

（命令） 

第１０条 市長は、所有者等が第７条第２項の規定による勧告に応じないときは、当該所有

者等に対し、履行期限を定めて必要な措置を講ずるよう命令することができる。 

 

（公表） 

第１１条 市長は、前条の規定による命令を受けた者が正当な理由なくその命令に従わない

ときは、次に掲げる事項を公表することができる。 

所有者等の氏名及び住所（法人の場合にあっては、その名称、代表者及び主たる事務所

の所在地 
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 （２） 空き家等の所在地 

（３） 命令の内容 

（４） その他市長が必要と認める事項 

 ２ 市長は、前項の規定により公表するときは、あらかじめ、当該公表に係る所有者等に

意見を述べる機会を与えなければならない。 

本庄市空き家等の適正管理に関する条例施行規則（抜粋） 

（公表の方法） 

第８条 条例第１１条第１項の規定による公表は、次に掲げる方法により行うものとする。 

（１） 掲示場（本庄市公告式条例（平成１８年本庄市条例第３号）第２条第２項に規定

する掲示場をいう。）への掲示 

（２） 市のホームページへの掲載 

（３） その他市長が必要と認める方法 
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法と条例による空家等に対する措置のフロー 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

法に基づく措置 
所有者等が不明 

所有者等に措 
置を講ずる権 
限がない 

事案の発生 

（市民相談、実態調査等） 

現地調査 

（法第９条、条例第５条） 

法に基づく情報

提供の実施 

特定空家等の基準を満たさ

ない、管理不全な空家等 

特定空家等と認定 

所有者等の調査 

（法第１０条） 

助言又は指導 

（法第１４条第１項） 

勧告 

（法第１４条第２項） 

意見書等の提出の機会 

（法第１４条第４～８項） 

命令 

（法第１４条第３項） 

命令した旨の公示 

（法第１４条第１１、１２項） 

行政代執行 

（法第１４条第９項） 

略式代執行 

（法第１４条第１０項） 

条例に基づく措置 

応急措置（条例第６条） 

・状況に応じて実施 

条例に基づく措置 

所有者等に対して情報提供

を要する空家等 

所有者等の調査 

（法第１０条） 

指導 

（条例第７条第１項） 

勧告 

（条例第７条第２項） 

意見書等の提出の機会 

（条例第１１条第２項） 

命令 

（条例第１０条） 

公表 

（条例第１１条第１項） 

※所有者等に措置を講ずる
権限が無い場合、「応急
措置（条例第６条）」を
状況に応じて実施 
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（９）空家等の利活用の促進 

空家等は個人の財産であるため、所有者等の意思で売買または賃貸等を行い、市場に

おける価値を創造していくものです。 

本市としては、市場原理に基づいた民間の創意工夫による利活用を尊重することを原

則としますが、一部の空家等は、従前と同様の使い方では、延床面積や築年数、立地条

件等の要因から利活用が進まない懸念があります。しかし、従前とは違った使い方をす

れば、貴重な不動産ストックとして利活用できる可能性が生まれ、市内の空家等の解消

を促進することに繋がります。 

そのため、市は、潜在的な不動産需要とマッチングを図るため、利活用を促進する制

度等を幅広く周知するとともに、新たな補助制度の検討を進め、利活用方法の多様化に

努めます。 

 

○ 空家等の多様な利活用を促進する制度 

空家等の増加は全国的な傾向であり、空家等の増加を抑制し、多様な利活用を促進

するための制度が創設されています。市は、市内の空家等の利活用を促進するため、

「埼玉県北部地域空き家バンク制度」や「全国版空き家・空き地バンク」、一般社団

法人移住・住みかえ支援機構（ＪＴＩ）の「マイホーム借上げ制度」や、「ＤＩＹ型

賃貸借」等の多様な利活用を促進する制度について、幅広く周知し活用を促していき

ます。 

 

「埼玉県北部地域空き家バンク制度」 

埼玉県北部地域の７市町（本庄市、熊谷市、深谷市、美里町、神川町、上里町、

寄居町）にて運営。空き家の売却や賃貸を希望する所有者が登録した物件情報を、

ホームページ等で空き家を利用したい方に紹介する制度。（参照：図６、図７） 

 

「全国版空き家・空き地バンク」 

全国の空き家、空き地等の検索を可能にし、流通促進を図るために国により創設

された制度。平成２９年１０月より、国土交通省にて選定した２社のモデル事業者

（アットホーム株式会社、株式会社ＬＩＦＵＬＬ）が運営。 

 

「マイホーム借上げ制度」 

５０歳以上の方が所有する住宅を対象に、ライフステージの変化や世帯人数の

減少等による移住・住みかえによって使われなくなった住宅を、借りたい人に一

般社団法人ＪＴＩが転貸する制度。一般社団法人ＪＴＩが所有者と賃借人の間に

入り、サブリースとも呼ばれる転貸借の仕組みであるため、住宅の所有者は自宅

を売却することなく、空室時も賃料保障が受けられる等が特徴。（参照：図８） 
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「ＤＩＹ型賃貸借」 

賃貸住宅において、借主（入居者）の意向を反映した改修を行うことができる賃

貸借契約を指す。国土交通省が契約書式例とともに「ＤＩＹ型賃貸借のすすめ」を

示し、個人所有の住宅の賃貸住宅としての流通促進を図っている。（参照：図９） 
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図６ 埼玉県北部地域空き家バンク制度（表） 
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図７ 埼玉県北部地域空き家バンク制度（裏） 
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図８ 「マイホーム借上げ制度」のしくみ 

 

 

図９ 「DIY型賃貸借」のしくみ 
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（１０）空家等の除却の支援 

倒壊等の危険性のある空家等であっても、それらは個人の財産であり、所有者等が責

任を持って対応しなければなりません。しかし、所有者等が置かれた状況は様々であり、

空家等を除却するにあたって、一括して除却費用等を支払うことが困難な所有者等もい

ます。一方、空家等の除却費用等について融資を実施している金融機関があり、その融

資を用いることで負荷を軽減することができます。市では、金融機関と連携し、市の窓

口においてパンフレットの配布を行う等、所有者等に空家等の除却費用の融資に関する

情報提供を行います。（参照：図１０、図１１） 

また、本庄市空き家除却補助金交付要綱に基づき、基準を満たす空家等につきまして

は除却費の一部を補助し、危険性を伴う空家等の解消に努めます。 
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図１０ 空家等の解体・リフォーム等の融資に関するパンフレット（表） 
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図１１ 空家等の解体・リフォーム等の融資に関するパンフレット（裏） 
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（１１）跡地活用の推進 

空家等が除却された跡地をそのまま放置してしまうと、草木の繁茂やごみの不法投棄

等による衛生上の問題や、景観や街並みへの影響など、新たな問題が発生する原因とな

ってしまうことがあります。そのため、市は所有者等に対して跡地の利活用を促すため、

前述の「全国版空き家・空き地バンク」やポケットパーク整備事業を活用し、まちのス

ポンジ化の予防や低未利用空間への対策を推進します。 

 

※ポケットパークとは…管理不全な空家等が除却されて生じた土地に、市が所有者等

と５年間の使用貸借契約を結び、簡易な植栽やベンチ等を設

置し、ポケットパークとして整備しています。所有者等は、

ポケットパークとなっている期間に、今後の土地活用の方法

について検討することができます。（参照：図１２） 

 

 
図１２ ポケットパーク整備事例（銀座） 

 

 

（１２）税務部局への情報提供 

空家等対策部局と税務部局との連携を強化し、状況に応じて相続財産管理人※１９申立

をする際の判断材料として、税務部局に対し空家等に関する情報を提供します。
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５ 空家等対策の実施体制 

（１）住民からの相談への対応体制 

 空家等に関する相談の内容としては、所有者等による空家等の今後の利活用方針に関

するものから、空家等が周辺に及ぼしている悪影響に関する近隣住民による苦情・相談

まで幅広く存在します。 

 本庄市は、住民等からの空家等に関する相談に対して、総合窓口（都市計画課）を設

け、空家等全般の相談に応じるほか、内容に応じて関係部局や関係団体と連携を図り、

空家等の解消に努めます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図１３ 空家等対策に関する実施体制 
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（２）空家等対策の実施体制 

 空家等の対策については庁内の様々な部局が関係することから、下記のような実施体

制を構築するとともに、必要に応じて関係部局と対策に関する協議を行います。 

 

○主な相談内容による担当部局 

相談内容 担当部局 

空家等総合窓口 都市計画課 

利活用に関する相談 

都市計画課 
除却に関する相談 

適正管理に関する相談 

空き家バンク 

管理不全な空家等への対応 

都市計画課 

建築開発課 

環境推進課 

支所環境産業課 

 

 

（３）本庄市空家等対策協議会 

 本市では、空家等対策の総合的かつ計画的な推進に向けて、学識経験者等の意見を踏

まえたうえで空家等対策に関する協議及び調査審議を行うことを目的とした、法第７条

に基づく「空家等対策協議会」を設置しています。 

 

○本庄市空家等対策協議会委員選出団体一覧 

会  長 市長 

委  員 

弁護士 

（公社）埼玉県宅地建物取引業協会 本庄支部 

（公社）全日本不動産協会 埼玉県本部 

（一社）埼玉建築士会 

埼玉土地家屋調査士会 

本庄市自治会連合会（本庄地域） 

本庄市自治会連合会（児玉地域） 

本庄市議会議員 

本庄市社会福祉協議会 

本庄商工会議所 
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（４）本庄市空家等対策委員会 

 本市では、本計画の策定、変更、推進に関する協議をするため、「本庄市空家等対策

委員会」を設置しています。また、同委員会では、特定空家等の判断基準や各課で実施

する空家等に関する対策の調整及び検討等についても行います。 

 

 ○本庄市空家等対策委員会委員一覧 

委 員 長 副市長 

副委員長 都市整備部長 

委  員 

企画財政部長 

総務部長 

市民生活部長 

経済環境部長 

児玉総合支所長 

 

 

（５）その他空家等対策の実施に関する事項 

 ア：国との連携 

  本計画に基づく空家等に関する対策を適切かつ円滑に実施するため、国による補助、

地方交付税制度等を活用します。 

  また、国の研修会等により、新規事業・支援策等の情報収集を行います。 

 

 イ：埼玉県との連携 

  埼玉県が行っている「埼玉県空き家対策連絡会議」等により、情報交換等による連

携を図ります。 

 

 ウ：他市町村との連携 

  「埼玉県北部地域空き家バンク制度」等を共同実施している北部地域周辺６市町や、

その他県内市町村と連携し、情報交換や課題研究等を行います。 

また、空家等対策の先進地等の情報収集に努め、本市の空家等対策の発展に努めま

す。
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≪資料編≫ 
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空家等対策の推進に関する特別措置法 

平成二十六年十一月二十七日 法律第百二十七号 

 

（目的） 

第一条 この法律は、適切な管理が行われていない空家等が防災、衛生、景観等の地域

住民の生活環境に深刻な影響を及ぼしていることに鑑み、地域住民の生命、身体又は

財産を保護するとともに、その生活環境の保全を図り、あわせて空家等の活用を促進

するため、空家等に関する施策に関し、国による基本指針の策定、市町村（特別区を

含む。第十条第二項を除き、以下同じ。）による空家等対策計画の作成その他の空家

等に関する施策を推進するために必要な事項を定めることにより、空家等に関する施

策を総合的かつ計画的に推進し、もって公共の福祉の増進と地域の振興に寄与するこ

とを目的とする。 

 

（定義） 

第二条 この法律において「空家等」とは、建築物又はこれに附属する工作物であって

居住その他の使用がなされていないことが常態であるもの及びその敷地（立木その他

の土地に定着する物を含む。）をいう。ただし、国又は地方公共団体が所有し、又は

管理するものを除く。 

２ この法律において「特定空家等」とは、そのまま放置すれば倒壊等著しく保安上危

険となるおそれのある状態又は著しく衛生上有害となるおそれのある状態、適切な管

理が行われていないことにより著しく景観を損なっている状態その他周辺の生活環境

の保全を図るために放置することが不適切である状態にあると認められる空家等をい

う。 

 

（空家等の所有者等の責務） 

第三条 空家等の所有者又は管理者（以下「所有者等」という。）は、周辺の生活環境

に悪影響を及ぼさないよう、空家等の適切な管理に努めるものとする。 

 

（市町村の責務） 
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第四条 市町村は、第六条第一項に規定する空家等対策計画の作成及びこれに基づく空

家等に関する対策の実施その他の空家等に関する必要な措置を適切に講ずるよう努め

るものとする。 

 

（基本指針） 

第五条 国土交通大臣及び総務大臣は、空家等に関する施策を総合的かつ計画的に実施

するための基本的な指針（以下「基本指針」という。）を定めるものとする。 

２ 基本指針においては、次に掲げる事項を定めるものとする。 

一 空家等に関する施策の実施に関する基本的な事項 

二 次条第一項に規定する空家等対策計画に関する事項 

三 その他空家等に関する施策を総合的かつ計画的に実施するために必要な事項 

３ 国土交通大臣及び総務大臣は、基本指針を定め、又はこれを変更しようとするとき

は、あらかじめ、関係行政機関の長に協議するものとする。 

４ 国土交通大臣及び総務大臣は、基本指針を定め、又はこれを変更したときは、遅滞

なく、これを公表しなければならない。 

 

（空家等対策計画） 

第六条 市町村は、その区域内で空家等に関する対策を総合的かつ計画的に実施するた

め、基本指針に即して、空家等に関する対策についての計画（以下「空家等対策計画」

という。）を定めることができる。 

２ 空家等対策計画においては、次に掲げる事項を定めるものとする。 

一 空家等に関する対策の対象とする地区及び対象とする空家等の種類その他の空家

等に関する対策に関する基本的な方針 

二 計画期間 

三 空家等の調査に関する事項 

四 所有者等による空家等の適切な管理の促進に関する事項 

五 空家等及び除却した空家等に係る跡地（以下「空家等の跡地」という。）の活用

の促進に関する事項 

六 特定空家等に対する措置（第十四条第一項の規定による助言若しくは指導、同条
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第二項の規定による勧告、同条第三項の規定による命令又は同条第九項若しくは第

十項の規定による代執行をいう。以下同じ。）その他の特定空家等への対処に関す

る事項 

七 住民等からの空家等に関する相談への対応に関する事項 

八 空家等に関する対策の実施体制に関する事項 

九 その他空家等に関する対策の実施に関し必要な事項 

３ 市町村は、空家等対策計画を定め、又はこれを変更したときは、遅滞なく、これを

公表しなければならない。 

４ 市町村は、都道府県知事に対し、空家等対策計画の作成及び変更並びに実施に関し、

情報の提供、技術的な助言その他必要な援助を求めることができる。 

 

（協議会） 

第七条 市町村は、空家等対策計画の作成及び変更並びに実施に関する協議を行うため

の協議会（以下この条において「協議会」という。）を組織することができる。 

２ 協議会は、市町村長（特別区の区長を含む。以下同じ。）のほか、地域住民、市町

村の議会の議員、法務、不動産、建築、福祉、文化等に関する学識経験者その他の市

町村長が必要と認める者をもって構成する。 

３ 前二項に定めるもののほか、協議会の運営に関し必要な事項は、協議会が定める。 

 

（都道府県による援助） 

第八条 都道府県知事は、空家等対策計画の作成及び変更並びに実施その他空家等に関

しこの法律に基づき市町村が講ずる措置について、当該市町村に対する情報の提供及

び技術的な助言、市町村相互間の連絡調整その他必要な援助を行うよう努めなければ

ならない。 

 

（立入調査等） 

第九条 市町村長は、当該市町村の区域内にある空家等の所在及び当該空家等の所有者

等を把握するための調査その他空家等に関しこの法律の施行のために必要な調査を行

うことができる。 
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２ 市町村長は、第十四条第一項から第三項までの規定の施行に必要な限度において、

当該職員又はその委任した者に、空家等と認められる場所に立ち入って調査をさせる

ことができる。 

３ 市町村長は、前項の規定により当該職員又はその委任した者を空家等と認められる

場所に立ち入らせようとするときは、その五日前までに、当該空家等の所有者等にそ

の旨を通知しなければならない。ただし、当該所有者等に対し通知することが困難で

あるときは、この限りでない。 

４ 第二項の規定により空家等と認められる場所に立ち入ろうとする者は、その身分を

示す証明書を携帯し、関係者の請求があったときは、これを提示しなければならない。 

５ 第二項の規定による立入調査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈し

てはならない。 

 

（空家等の所有者等に関する情報の利用等） 

第十条 市町村長は、固定資産税の課税その他の事務のために利用する目的で保有する

情報であって氏名その他の空家等の所有者等に関するものについては、この法律の施

行のために必要な限度において、その保有に当たって特定された利用の目的以外の目

的のために内部で利用することができる。 

２ 都知事は、固定資産税の課税その他の事務で市町村が処理するものとされているも

ののうち特別区の存する区域においては都が処理するものとされているもののために

利用する目的で都が保有する情報であって、特別区の区域内にある空家等の所有者等

に関するものについて、当該特別区の区長から提供を求められたときは、この法律の

施行のために必要な限度において、速やかに当該情報の提供を行うものとする。 

３ 前項に定めるもののほか、市町村長は、この法律の施行のために必要があるときは、

関係する地方公共団体の長その他の者に対して、空家等の所有者等の把握に関し必要

な情報の提供を求めることができる。 

 

（空家等に関するデータベースの整備等） 

第十一条 市町村は、空家等（建築物を販売し、又は賃貸する事業を行う者が販売し、

又は賃貸するために所有し、又は管理するもの（周辺の生活環境に悪影響を及ぼさな
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いよう適切に管理されているものに限る。）を除く。以下第十三条までにおいて同じ。）

に関するデータベースの整備その他空家等に関する正確な情報を把握するために必要

な措置を講ずるよう努めるものとする。 

 

（所有者等による空家等の適切な管理の促進） 

第十二条 市町村は、所有者等による空家等の適切な管理を促進するため、これらの者

に対し、情報の提供、助言その他必要な援助を行うよう努めるものとする。 

 

（空家等及び空家等の跡地の活用等） 

第十三条 市町村は、空家等及び空家等の跡地（土地を販売し、又は賃貸する事業を行

う者が販売し、又は賃貸するために所有し、又は管理するものを除く。）に関する情

報の提供その他これらの活用のために必要な対策を講ずるよう努めるものとする。 

 

（特定空家等に対する措置） 

第十四条 市町村長は、特定空家等の所有者等に対し、当該特定空家等に関し、除却、

修繕、立木竹の伐採その他周辺の生活環境の保全を図るために必要な措置（そのまま

放置すれば倒壊等著しく保安上危険となるおそれのある状態又は著しく衛生上有害と

なるおそれのある状態にない特定空家等については、建築物の除却を除く。次項にお

いて同じ。）をとるよう助言又は指導をすることができる。 

２ 市町村長は、前項の規定による助言又は指導をした場合において、なお当該特定空

家等の状態が改善されないと認めるときは、当該助言又は指導を受けた者に対し、相

当の猶予期限を付けて、除却、修繕、立木竹の伐採その他周辺の生活環境の保全を図

るために必要な措置をとることを勧告することができる。 

３ 市町村長は、前項の規定による勧告を受けた者が正当な理由がなくてその勧告に係

る措置をとらなかった場合において、特に必要があると認めるときは、その者に対し、

相当の猶予期限を付けて、その勧告に係る措置をとることを命ずることができる。 

４ 市町村長は、前項の措置を命じようとする場合においては、あらかじめ、その措置

を命じようとする者に対し、その命じようとする措置及びその事由並びに意見書の提

出先及び提出期限を記載した通知書を交付して、その措置を命じようとする者又はそ
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の代理人に意見書及び自己に有利な証拠を提出する機会を与えなければならない。 

５ 前項の通知書の交付を受けた者は、その交付を受けた日から五日以内に、市町村長

に対し、意見書の提出に代えて公開による意見の聴取を行うことを請求することがで

きる。 

６ 市町村長は、前項の規定による意見の聴取の請求があった場合においては、第三項

の措置を命じようとする者又はその代理人の出頭を求めて、公開による意見の聴取を

行わなければならない。 

７ 市町村長は、前項の規定による意見の聴取を行う場合においては、第三項の規定に

よって命じようとする措置並びに意見の聴取の期日及び場所を、期日の三日前までに、

前項に規定する者に通知するとともに、これを公告しなければならない。 

８ 第六項に規定する者は、意見の聴取に際して、証人を出席させ、かつ、自己に有利

な証拠を提出することができる。 

９ 市町村長は、第三項の規定により必要な措置を命じた場合において、その措置を命

ぜられた者がその措置を履行しないとき、履行しても十分でないとき又は履行しても

同項の期限までに完了する見込みがないときは、行政代執行法（昭和二十三年法律第

四十三号）の定めるところに従い、自ら義務者のなすべき行為をし、又は第三者をし

てこれをさせることができる。 

１０ 第三項の規定により必要な措置を命じようとする場合において、過失がなくてそ

の措置を命ぜられるべき者を確知することができないとき（過失がなくて第一項の助

言若しくは指導又は第二項の勧告が行われるべき者を確知することができないため第

三項に定める手続により命令を行うことができないときを含む。）は、市町村長は、

その者の負担において、その措置を自ら行い、又はその命じた者若しくは委任した者

に行わせることができる。この場合においては、相当の期限を定めて、その措置を行

うべき旨及びその期限までにその措置を行わないときは、市町村長又はその命じた者

若しくは委任した者がその措置を行うべき旨をあらかじめ公告しなければならない。 

１１ 市町村長は、第三項の規定による命令をした場合においては、標識の設置その他

国土交通省令・総務省令で定める方法により、その旨を公示しなければならない。 

１２ 前項の標識は、第三項の規定による命令に係る特定空家等に設置することができ

る。この場合においては、当該特定空家等の所有者等は、当該標識の設置を拒み、又
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は妨げてはならない。 

１３ 第三項の規定による命令については、行政手続法（平成五年法律第八十八号）第

三章（第十二条及び第十四条を除く。）の規定は、適用しない。 

１４ 国土交通大臣及び総務大臣は、特定空家等に対する措置に関し、その適切な実施

を図るために必要な指針を定めることができる。 

１５ 前各項に定めるもののほか、特定空家等に対する措置に関し必要な事項は、国土

交通省令・総務省令で定める。 

 

（財政上の措置及び税制上の措置等） 

第十五条 国及び都道府県は、市町村が行う空家等対策計画に基づく空家等に関する対

策の適切かつ円滑な実施に資するため、空家等に関する対策の実施に要する費用に対

する補助、地方交付税制度の拡充その他の必要な財政上の措置を講ずるものとする。 

２ 国及び地方公共団体は、前項に定めるもののほか、市町村が行う空家等対策計画に

基づく空家等に関する対策の適切かつ円滑な実施に資するため、必要な税制上の措置

その他の措置を講ずるものとする。 

 

（過料） 

第十六条 第十四条第三項の規定による市町村長の命令に違反した者は、五十万円以下

の過料に処する。 

２ 第九条第二項の規定による立入調査を拒み、妨げ、又は忌避した者は、二十万円以

下の過料に処する。 

 

附 則 

（施行期日） 

１ この法律は、公布の日から起算して三月を超えない範囲内において政令で定める日

から施行する。ただし、第九条第二項から第五項まで、第十四条及び第十六条の規定

は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行す

る。 

（平成二七年政令第五〇号で、本文に係る部分は、平成二七年二月二六日から、ただ
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し書に係る部分は、平成二七年五月二六日から施行） 

（検討） 

２ 政府は、この法律の施行後五年を経過した場合において、この法律の施行の状況を

勘案し、必要があると認めるときは、この法律の規定について検討を加え、その結果

に基づいて所要の措置を講ずるものとする。 
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本庄市空き家等の適正管理に関する条例 

平成２５年７月１日 条例第１９号 

 

（目的） 

第１条 この条例は、空き家等の管理を適正化することにより、倒壊等の事故、犯罪及

び火災を防止し、並びに衛生上の支障を除去し、もって安全で安心な住環境の確保に

寄与することを目的とする。 

 

（定義） 

第２条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところ

による。 

（１） 空き家等 市内に所在する建築物その他の工作物で、常時無人の状態にある

もの及びその敷地並びに空き地（原則として農地及び山林を除く。）をいう。 

（２） 管理不全な状態 次に掲げるいずれかの状態をいう。 

ア 老朽化、自然災害その他の事由により、建築物その他の工作物が倒壊し、又は

その建築材料が脱落し、若しくは飛散し、人の生命、身体又は財産に被害を及ぼ

すおそれがある状態 

イ 草木の繁茂、害虫等の発生等により、周辺の生活環境の保全に支障を及ぼすお

それがある状態 

ウ 不特定の者に建築物その他の工作物及びその敷地に容易に侵入され、犯罪、火

災等を誘発するおそれがある状態 

（３） 特定空家等 空家等対策の推進に関する特別措置法（平成２６年法律第１２

７号。以下「法」という。）第２条第２項に規定する特定空家等をいう。 

（４） 所有者等 空き家等を所有し、又は管理する者をいう。 

（５） 市民 市内に在住し、在勤し、又は在学する者をいう。 

 

（所有者等の責務） 

第３条 空き家等の所有者等は、当該空き家等が管理不全な状態とならないよう自己の

責任において適正に管理しなければならない。 
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（情報提供） 

第４条 市民は、管理不全な状態であると思われる空き家等を発見したときは、その情

報を市に提供するよう努めるものとする。 

 

（空き家等に関する調査） 

第５条 市長は、第３条の規定による管理が行われていないと認める空き家等があると

き、又は前条の規定による情報の提供があったときは、職員に当該空き家等に関する

調査をさせるものとする。 

２ 市長は、前項の調査を行う場合に必要があると認めるときは、職員に当該空き家等

に立入調査をさせ、又は関係者に質問をさせることができる。 

３ 前２項の規定による調査等を行う職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係者

の請求があったときは、これを提示しなければならない。 

４ 第１項及び第２項の規定による調査等の権限は、犯罪捜査のために認められたもの

と解してはならない。 

５ 市長は、第１項及び第２項の規定による調査等により、空き家等が管理不全な状態

にあると認めるときは、所有者等に対しその旨を通知するものとし、空き家等の所有

者等が判明しないときは、その旨を公示するものとする。 

 

（応急措置） 

第６条 市長は、前条の調査により所有者等が判明しない空き家等が、管理不全な状態

であって、特に危険な状態であると認めるときは、必要最低限の応急の措置を講ずる

ことができる。 

２ 市長は、前項の措置を講じた後に、空き家等の所有者等が判明したときは、その所

有者等から当該措置に係る費用を徴収することができる。 

 

（指導及び勧告） 

第７条 市長は、第５条の調査により、空き家等（特定空家等を除く。次項において同

じ。）が管理不全な状態にあると認めるときは、当該所有者等に対し、必要な措置に

ついて指導を行うものとする。 
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２ 市長は、前項の指導を行ったにもかかわらず、なお当該空き家等が管理不全な状態

にあると認めるときは、当該所有者等に対し、必要な措置を講ずるよう勧告すること

ができる。 

 

（代行措置） 

第８条 市長は、第５条の調査により管理不全な状態にあると認める空き家等について、

市に空き家等の管理不全な状態を解消するための代行措置の依頼申出があったときは、

所有者等の同意を得たうえで必要な措置を講ずることができる。この場合において、

当該代行措置に係る費用は、所有者等の負担とする。 

２ 前条第２項又は法第１４条第２項の規定による勧告に応じなかったときは、前項の

措置の対象としないものとする。 

 

（補助） 

第９条 市長は、空き家等のうち建築物を第３条の趣旨を踏まえて解体、撤去及び処分

をする者に対し、公益上の必要があると認めるときは、予算の範囲内において、別に

定めるところにより補助金を交付することができる。ただし、第７条第２項又は法第

１４条第２項の規定による勧告に応じなかったときは、その対象としない。 

 

（命令） 

第１０条 市長は、所有者等が第７条第２項の規定による勧告に応じないときは、当該

所有者等に対し、履行期限を定めて必要な措置を講ずるよう命令することができる。 

 

（公表） 

第１１条 市長は、前条の規定による命令を受けた者が正当な理由なくその命令に従わ

ないときは、次に掲げる事項を公表することができる。 

（１） 所有者等の氏名及び住所（法人の場合にあっては、その名称、代表者及び主

たる事務所の所在地） 

（２） 空き家等の所在地 

（３） 命令の内容 
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（４） その他市長が必要と認める事項 

２ 市長は、前項の規定により公表するときは、あらかじめ、当該公表に係る所有者等

に意見を述べる機会を与えなければならない。 

 

（関係機関との連携） 

第１２条 市長は、必要があると認めるときは、警察その他の関係機関に協力を求める

ことができる。 

 

（法との関係） 

第１３条 管理不全な状態であると認める特定空家等に対する指導、勧告及び命令につ

いては、法の定めるところによる。 

 

（委任） 

第１４条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で

定める。 

 

附 則 

この条例は、平成２５年１０月１日から施行する。 

附 則（平成２８年６月２８日条例第２７号） 

この条例は、公布の日から施行する。 

附 則（令和２年３月３１日条例第２１号） 

この条例は、令和２年４月１日から施行する。 
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本庄市空家等対策協議会条例 

令和２年１月６日 条例第１号 

 

（設置） 

第１条 空家等対策の推進に関する特別措置法（平成２６年法律第１２７号。以下「法」

という。）第７条第１項の規定に基づき、市長の附属機関として、本庄市空家等対策

協議会（以下「協議会」という。）を置く。 

 

（所掌事務） 

第２条 協議会は、次に掲げる事項について協議する。 

（１） 法第６条第１項に規定する空家等対策計画の策定及び変更並びに実施に関す

ること。 

（２） その他空家等に関する対策の推進に関し、市長が必要と認めること。 

 

（組織） 

第３条 協議会は、会長及び委員１０人以内をもって組織する。 

２ 委員は、次に掲げる者のうちから市長が委嘱する。 

（１） 識見を有する者 

（２） 地域団体の関係者 

（３） 市議会議員 

（４） その他市長が必要と認めた者 

 

（任期） 

第４条 委員の任期は、２年とする。ただし、再任は妨げない。 

２ 委員が欠けた場合における補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。 

 

（会長及び副会長） 

第５条 協議会に会長及び副会長１人を置く。 

２ 会長は、市長をもって充てる。 
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３ 会長は、会務を総理し、協議会を代表する。 

４ 副会長は、委員のうちから会長が指名する者をもって充てる。 

５ 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、その

職務を代理する。 

 

（会議） 

第６条 協議会の会議は、会長が招集する。 

２ 会議の議長は、会長をもって充てる。 

３ 協議会は、委員の過半数が出席しなければ、会議を開くことができない。 

４ 協議会の議事は、出席した委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の

決するところによる。 

５ 協議会は、必要があると認めるときは、関係者の出席を求めて意見若しくは説明を

聴き、又は必要な資料の提出を求めることができる。 

 

（部会） 

第７条 協議会は、必要があると認めるときは、第２条に掲げる事項等を調査及び審議

するため、部会を置くことができる。 

 

（守秘義務） 

第８条 委員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も、同

様とする。 

 

（庶務） 

第９条 協議会の庶務は、都市整備部において処理する。 

 

（委任） 

第１０条 この条例に定めるもののほか、協議会の運営に関し必要な事項は、規則で定

める。 
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附 則 

 

（施行期日） 

１ この条例は、令和２年４月１日から施行する。 

 

（準備行為） 

２ 第３条第２項の規定による協議会の委員の委嘱に関し必要な行為は、この条例の施

行の日前においても、同項の規定の例によりすることができる。 

（本庄市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の一部改正） 

３ 本庄市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例（平成１８年

本庄市条例第４４号）の一部を次のように改正する。 

 

別表都市計画審議会委員の項の次に次のように加える。 

空家等対策協議会委員 日額 ６，２００円
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本庄市空家等対策委員会設置規程 

平成３１年１月１６日 訓令第１号 

 

（設置） 

第１条 空家等対策の推進に関する特別措置法（平成２６年法律第１２７号。以下「法」

という。）第１条の目的を踏まえ、本市の空家等の対策を総合的かつ計画的に推進す

るため、本庄市空家等対策委員会（以下「委員会」という。）を設置する。 

 

（所掌事項） 

第２条 委員会は、次に掲げる事項を所掌する。 

（１） 空家等の施策及び事業に関すること。 

（２） 法第２条第２項に規定する特定空家等の判定及び措置に関すること。 

（３） 前２号に掲げるもののほか、空家等の対策に必要な事項に関すること。 

 

（組織） 

第３条 委員会は、委員長、副委員長及び委員をもって組織する。 

２ 委員長は、副市長の職にある者をもって充てる。 

３ 副委員長は、都市整備部長の職にある者をもって充てる。 

４ 委員は、別表第１に掲げる職にある者をもって充てる。 

 

（委員長及び副委員長） 

第４条 委員長は、委員会を代表し、会務を総理する。 

２ 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき、又は委員長が欠けたとき

は、その職務を代理する。 

 

（会議） 

第５条 委員会の会議は、委員長が招集し、その議長となる。 

２ 委員会は、委員の３分の２以上が出席しなければ、その会議を開くことができない。 

３ 委員は、自らが会議に出席できないときは、所属職員のうち課長級以上の者を代理
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として出席させることができる。 

４ 委員会は、必要があると認めるときは、委員以外の者に出席を求めて説明若しくは

意見を聴き、又は資料の提出を求めることができる。 

５ 会議の議事は、出席した委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決

するところによる。 

６ 委員長が急施を要すると認めたときは、各委員に合議して会議に代えることができ

る。 

 

（部会） 

第６条 委員会は、専門的又は個別的事項を審査又は審議するために部会を設置する。 

２ 部会は、次に掲げる事項を所掌する。 

（１） 委員会に提出する議案に係る調査及び検討に関すること。 

（２） 委員会において指示された事項についての調査研究に関すること。 

３ 部会長は、都市整備部都市計画課長をもって充てる。 

４ 部会員は、別表第２に掲げる職にある者をもって充てる。 

５ 部会は、部会長が招集し、会議の議長となる。 

６ 部会員は、自らが会議に出席できないときは、所属職員のうち主査級以上の者を代

理として出席させることができる。 

７ 部会は、必要があると認めるときは、部会員以外の者に出席を求めて説明若しくは

意見を聴き、又は資料の提出を求めることができる。 

 

（庶務） 

第７条 委員会の庶務は、都市整備部都市計画課において処理する。 

 

（その他） 

第８条 この規程に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が委

員会に諮って定める。 
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附 則 

この訓令は、公示の日から施行する。 

附 則（平成３１年３月２９日訓令第９号） 

この訓令は、平成３１年４月１日から施行する。 

 

別表第１（第３条関係） 

企画財政部長 総務部長 市民生活部長 経済環境部長 

 

別表第２（第６条関係） 

企画財政部企画課長 企画財政部財政課長 総務部行政管理課長 総務部課税課長

市民生活部市民活動推進課長 市民生活部危機管理課長 経済環境部環境推進課長

経済環境部支所環境産業課長 都市整備部建築開発課長 
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本庄市空き家除却補助金交付要綱 

平成２５年８月１日 告示第２８３号 

 

（趣旨） 

第１条 この要綱は、本庄市空き家等の適正管理に関する条例（平成２５年本庄市条例

第１９号。以下「条例」という。）第９条の規定に基づき、空き家等のうち建築物を

除却する者に対し、予算の範囲内で本庄市空き家除却補助金（以下「補助金」という。）

を交付することについて、必要な事項を定めるものとする。 

２ 前項の補助金の交付に関しては、本庄市補助金等交付規則（平成１８年本庄市規則

第４３号）に定めるもののほか、この要綱の定めるところによる。 

 

（補助対象空き家） 

第２条 空き家等のうち解体、撤去及び処分の補助の対象となる建築物（以下「補助対

象空き家」という。）は、次の各号のいずれにも該当するものとする。ただし、市長

が必要と認めた場合は、この限りでない。 

（１） 市内に存し、昭和５６年５月３１日以前に工事に着手された建築物であるこ

と。ただし、昭和５６年６月１日以後に増築又は改築されたものを除く。 

（２） 補助対象空き家並びに当該補助対象空き家と一体的な利用に供される敷地及

び建築物が、１年以上使用のない状態であるもの 

（３） 公共事業等の補償の対象となっていないもの 

（４） 所有権以外の権利が設定されている場合は、当該権利の権利者から除却につ

いて同意を得ているもの 

（５） 国又は地方公共団体が所有していないもの 

（６） 本庄市木造住宅耐震改修等補助金交付要綱（平成２２年本庄市告示第８３号）

に規定する補助金の交付を受けていないもの 

 

（補助対象者） 

第３条 補助金の交付の対象となる者（以下「補助対象者」という。）は、市税に滞納

がない者であって、次の各号のいずれかに該当するものとする。ただし、市長が必要
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と認めた場合は、この限りでない。 

（１） 補助対象空き家の登記事項証明書（未登記の場合は地方税法（昭和２５年法

律第２２６号）第３４１条第１３号に規定する家屋補充課税台帳）に所有者として

記録されている者（以下「所有者」という。） 

（２） 前号に規定する所有者の相続人（以下「相続人」という。） 

２ 前項の規定にかかわらず、補助対象空き家が複数人の共有又は相続財産である場合

において、当該共有者全員又は相続人全員から当該空き家の除却について同意を得ら

れない者は、補助対象者としない。ただし、補助金の交付の申請をしようとする者（以

下「申請者」という。）が、紛争等が生じた場合の誓約書（様式第１号）を提出する

場合については、この限りでない。 

 

（補助対象工事） 

第４条 補助金の交付の対象となる工事（以下「補助対象工事」という。）は、次のい

ずれにも該当するものとする。 

（１） 補助対象者が発注する補助対象空き家の解体、撤去及び処分に係る工事であ

ること。 

（２） 建設業法（昭和２４年法律第１００号）別表第１の下欄に掲げる土木工事業、

建築工事業若しくはとび・土工工事業に係る同法第３条第１項の許可を受けた者又

は建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律（平成１２年法律第１０４号。以

下「建設リサイクル法」という。）第２１条第１項の登録を受けた者が請け負う工

事であること。 

（３） 第７条第１項の規定による補助金の交付を決定した日以降に着手する工事で

あること。 

 

（補助金の額） 

第５条 補助金の額は、補助対象工事に要した費用（補助対象空き家の登記事項証明書

又は固定資産家屋証明書に記載された床面積１平方メートルにつき１万円を限度とす

る。）に２分の１を乗じて得た額で、１敷地につき別表に定める額を限度とする。こ

の場合において、その額に１，０００円未満の端数が生じたときは、これを切り捨て
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るものとする。 

 

（補助金の交付申請） 

第６条 申請者は、工事着手前に、本庄市空き家除却補助金交付申請書（様式第２号）

に次に掲げる書類等を添付し、市長に提出しなければならない。 

（１） 位置図 

（２） 補助対象工事に要する費用の見積書 

（３） 現況写真 

（４） 相続人が申請する場合は、所有者の戸籍謄本又は除籍謄本 

（５） 委任を受けた代理人が手続をする場合は、所有者又は相続人の委任状 

（６） 登記事項証明書又は固定資産家屋証明書 

（７） 市税に滞納がない証明書 

（８） 適正管理に係る誓約書（様式第３号） 

（９） 補助対象工事を行う建設業者の建設業許可証の写し又は建設リサイクル法第

２３条第２項の規定による通知の写し 

（１０） その他市長が必要と認める書類等 

 

（補助金交付及び不交付の決定） 

第７条 市長は、前条に規定する申請書の提出があったときは、その内容を審査し、及

び補助金の交付の可否を決定し、本庄市空き家除却補助金交付（不交付）決定通知書

（様式第４号）により申請者に通知するものとする。 

２ 市長は、前項の規定による補助金の交付の決定をする場合において、必要があると

きは、当該補助金の交付決定に条件を付することができる。 

 

（変更又は中止） 

第８条 前条第１項の規定により補助金の交付の決定を受けた者（以下「交付決定者」

という。）は、補助対象工事の内容を変更しようとするとき、又は補助対象工事を中

止しようとするときは、本庄市空き家除却補助金変更（中止）申請書（様式第５号）

に関係書類を添えて市長に提出し、その承認を受けなければならない。 
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２ 市長は、前項に規定する申請書の内容を承認したときは、補助金の交付の決定を変

更し、又は中止し、本庄市空き家除却補助金変更（中止）決定通知書（様式第６号）

により申請者に通知するものとする。 

３ 市長は、前項の規定による通知をする場合において、当初の交付決定内容又はこれ

に付した条件等を変更することができる。 

 

（実績報告） 

第９条 交付決定者は、補助対象工事が完了したときは、速やかに本庄市空き家除却補

助金実績報告書（様式第７号）に次に掲げる書類を添えて、市長に提出しなければな

らない。 

（１） 工事請負契約書の写し 

（２） 工事完了写真 

（３） 工事を行った者の工事完了証明書 

（４） 工事代金領収書又は請求書の写し 

（５） 廃棄物処理に関する処分証明書 

（６） その他市長が必要と認める書類等 

 

（補助金の交付額の確定） 

第１０条 市長は、交付すべき補助金の額を確定したときは、本庄市空き家除却補助金

交付額確定通知書（様式第８号）により交付決定者に通知するものとする。 

 

（補助金の請求） 

第１１条 前条の規定による通知を受けた交付決定者は、補助金の交付を受けようとす

るときは、速やかに本庄市空き家除却補助金交付請求書（様式第９号）を市長に提出

しなければならない。 

 

（補助金の交付） 

第１２条 市長は、前条の規定により補助金の請求があったときは、交付決定者に対し

て、速やかに補助金を交付するものとする。 
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（交付決定の取消し） 

第１３条 市長は、交付決定者が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、補助

金の交付の決定の全部又は一部を取り消し、本庄市空き家除却補助金交付決定取消通

知書（様式第１０号）により交付決定者に通知するものとする。 

（１） 偽りその他不正の手段により補助金の交付を受けたとき。 

（２） 補助金を他の用途に使用したとき。 

（３） 補助金の交付の決定の内容又はこれに付した条件に違反したとき。 

（４） 補助対象空き家の存した敷地において、補助対象工事完了後、法第１４条第

２項又は条例第７条第２項の勧告を受けたとき。 

 

（補助金の返還） 

第１４条 市長は、前条の規定により補助金の交付の決定の全部又は一部を取り消した

場合において、既に補助金が交付されているときは、交付決定者に対し、本庄市空き

家除却補助金返還請求書（様式第１１号）により既に補助した額の全部又は一部につ

いて返還を請求するものとする。 

 

（その他） 

第１５条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。 

 

附 則 

この告示は、平成２５年１０月１日から施行する。 

附 則（平成２８年６月２８日告示第２３８号） 

この告示は、公示の日から施行する。 

附 則（平成２８年１０月７日告示第３７０号） 

この告示は、公示の日から施行する。 

附 則（令和２年３月３１日告示第１３０号） 

 

（施行期日） 

１ この告示は、令和２年１０月１日から施行する。 
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（経過措置） 

２ 改正後の本庄市空き家除却補助金交付要綱の規定は、この告示の施行の日（以下「施

行日」という。）以後に補助金の交付を申請する者について適用し、施行日前までに

申請をする者については、なお従前の例による。 

 

別表（第５条関係） 

区域区分 補助限度額 

本庄市立地適正化計画（平成３０年３月策

定）に定める居住誘導区域 

５００，０００円

居住誘導区域以外の区域 ３００，０００円
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本庄市中心市街地等ポケットパーク整備事業実施要綱 

平成２６年４月１日 告示第１３７号 

 

（目的） 

第１条 この要綱は、空き地を予算の範囲内でポケットパークとして整備し、公共利用

することに関し必要な事項を定めることにより、地域における生活の利便性の向上及

びコミュニティ活動の促進を図り、もって周辺住民の居住環境の改善に寄与すること

を目的とする。 

 

（定義） 

第２条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところ

による。 

（１） 中心市街地等 本庄市中心市街地活性化基本計画（平成１２年３月策定）に

定める中心市街地約４０ヘクタール及び本庄地方拠点都市地域基本計画（平成７年

３月計画承認）に定める児玉駅周辺地区約２０ヘクタールをいう。 

（２） ポケットパーク 中心市街地等の道路沿い又は街区内の空き地等の狭い面積

の土地を利用した広場で、地域の生活環境の向上を図る場又は気軽に休める憩いの

場として利用できる空間をいう。 

（３） 道路等 道路法（昭和２７年法律第１８０号）第２条又は建築基準法（昭和

２５年法律第２０１号）第４２条に規定する道路 

 

（対象用地） 

第３条 ポケットパークに利用する用地は、次に掲げる要件に適合するものでなければ

ならない。 

（１） 中心市街地等に所在する用地であり、道路等に接していること。 

（２） 本庄市空き家等の適正管理に関する条例（平成２５年本庄市条例第１９号）

の趣旨に基づき、建築物その他の工作物が除却されて生じた空き地であること。 

（３） 無償により市に貸与できる用地であること。 
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（使用貸借契約） 

第４条 対象用地の確保に当たっては、使用貸借契約書（別記様式）により契約を締結

するものとする。 

２ 使用貸借契約期間は５年間とする。ただし、市長が特に必要と認める場合は、この

限りでない。 

 

（その他） 

第５条 この要綱に定めるもののほか、中心市街地等ポケットパーク整備事業の実施に

関し必要な事項は、市長が別に定める。 

 

附 則 

 

この告示は、平成２６年４月１日から施行する。 
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用語集 

 

 語句 内容 

１ 空家等  空家等対策の推進に関する特別措置法第２条第１項

に規定。以下、抜粋。 

 建築物又はこれに附属する工作物であって、居住そ

の他の使用がなされていないことが常態であるもの及

びその敷地（立木その他の土地に定着する物を含む。）

をいう。ただし、国又は地方公共団体が所有し、又は管

理するものを除く。 

２ 空き家等  本庄市空き家等の適正管理に関する条例第２条に規

定。以下、抜粋。 

 市内に所在する建築物その他の工作物で、常時無人

の状態にあるもの及びその敷地並びに空き地（原則と

して農地及び山林を除く。）をいう。 

３ 建築物 「建築物」とは、建築基準法（昭和２５年法律第２０

１号）第２条第１号の「建築物」と同義であり、土地に

定着する工作物のうち、屋根及び柱又は壁を有するも

の（これに類する構造のものを含む。）これに附属する

門又は塀等をいいます。 

４ これに附属す

る工作物 

「これに附属する工作物」とは、ネオン看板など門

又は塀以外の建築物に附属する工作物をいいます。 

５ 本庄市総合振

興計画 

本市のまちづくりの最上位計画であり、本市の将来

像、まちづくりの基本理念、将来像の実現に向けた政

策大綱や具体的な取り組みを定めています。 

６ 本庄市都市計

画マスタープ

ラン 

都市計画法に基づいて定める「市町村の都市計画に

関する基本的な方針」であり、都市づくりの基本的な

方針や取り組みなど都市計画全体の指針を定めていま

す。 

７ 本庄市立地適

正化計画 

居住や都市機能の誘導を図る区域を設定し、これら

を誘導するための施策等を定めることにより、持続可

能な都市へと緩やかに誘導していく制度です。 

８ 居住その他の

使用がなされ

ていないこと

「居住その他の使用がなされていないことが常態で

ある」とは、建築物又はこれに附属する工作物、及び

その敷地が長期間にわたって使用されていない状態を
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が常態である いい、例えば概ね年間を通して使用実績がないことを

いいます。 

９ 特定空家等  空家等対策の推進に関する特別措置法第２条第２項

に規定。以下、抜粋。 

 そのまま放置すれば倒壊等著しく保安上危険となる

おそれのある状態又は著しく衛生上有害となるおそれ

のある状態、適切な管理が行われていないことにより

著しく景観を損なっている状態その他周辺の生活環境

の保全を図るために放置することが不適切である状態

にあると認められる空家等をいう。 

１０ 国勢調査  国内に住んでいるすべての人及び世帯を対象とする

国の統計調査であり、国内の人口や世帯の実態を明ら

かにするため、５年毎に実施されます。 

１１ 住宅・土地統

計調査 

 国内における住宅及び住宅以外で人が居住する建物

に関する実態並びにこれらに居住している世帯に関す

る実態を５年毎に調査し、その現状と推移を全国及び

地域別に明らかにすることにより、住生活関連諸施策

の資料を得ることを目的としています。 

１２ 二次的住宅  別荘等の週末や休暇時に避暑・避寒・保養などの目的

で使用される住宅で、普段は人が住んでいない住宅や、

普段住んでいる住宅とは別に、残業等で遅くなったと

きに寝泊りするなど、たまに寝泊りする人がいる住宅

をいいます。 

１３ その他の住宅 二次的住宅、賃貸用又は売却用の住宅を除く、他に人

が住んでいない住宅をいいます。 

（例：居住世帯が長期不在となっている住宅、建替えな

どのために取壊すことになっている住宅。） 

１４ 固定資産税・

都市計画税の

住宅用地特例 

住宅用地については、税負担を特に軽減する必要か

ら課税標準の特例措置が設けられています。 

１５ 改定本庄市建

築物耐震改修

促進計画 

 昭和５６年５月３１日以前に工事に着手された、住

宅及び多数の者が利用する建築物等の耐震化を促進す

ることにより、災害に強いまちづくりの実現を目指し、

地震による建築物の被害・損傷を最低限に止める減災

の視点を基本において、市民の生命と財産を保護する

ことを目的した計画です。 
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１６ 統合型 GIS GIS…地理情報システム 

（Geographic Information System） 

 組織の中で、デジタル地図及び地図上に落とした情

報等の地理情報システムを共有し、担当間の情報共有

の効率化を図るためのシステムをいいます。 

１７ 不同沈下  建築物の基礎や構造物自体が不揃いに沈下するこ

と。沈下が発生すると柱や梁、壁などに影響が発生する

とともに、建築物の傾斜などの障害が発生します。 

１８ 擁壁  高低差のある土地において、土砂の崩れを防ぐため

に設けられる壁状の工作物をいいます。 

擁壁の構造や維持管理が悪いと、豪雨や地震のとき

に崩れることがあります。 

１９ 相続財産管理

人 

 相続人の存在、不存在が明らかでないときに、家庭裁

判所が申立てにより、相続財産の管理人を選任します。 

 相続財産管理人は、被相続人（亡くなった方）の債権

者等に対して被相続人の債務を支払うなどして清算を

行い、清算後残った財産を国庫に帰属させることにな

ります。 
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